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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
四
号 

 
狭
山
市
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 

狭

山

市 

調
査
を
行
っ 

た
者
の
名
称 

令

和

三

年

度 

令

和

四

年

度 

調

査

を

行

っ

た 

時 
 
 
 
 
 
 
 

期 

地

籍

図

三

十

一

枚 

地

籍

簿

三

冊 

成

果

の 
名

称 

 

狭
山
第
五
十
六
地

区
（
入
間
川
字
井
戸

窪
台
・
下
平
野
、
中

央
三
丁
目
の
各
一

部
） 

調

査

を

行

っ

た 

地

区 

  

令
和
五
年
二
月

十
三
日 

 
 

認

証 

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
五
号 

 
秩
父
市
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 

秩

父

市 

調
査
を
行
っ 

た
者
の
名
称 

令

和

三

年

度 

令

和

四

年

度 

調

査

を

行

っ

た 

時 
 
 
 
 
 
 
 

期 

地

籍

図

十

六

枚 

地

籍

簿

一

冊 

成

果

の 
名

称 

 

神
岡
第
六
地
区
（
大

滝
の
一
部
） 

調

査

を

行

っ

た 

地

区 

  

令
和
五
年
二
月

十
三
日 

 
 

認

証 

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
六
号 

 
深
谷
市
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 

深

谷

市 

調
査
を
行
っ 

た
者
の
名
称 

令

和

三

年

度 

令

和

四

年

度 

調

査

を

行

っ

た 

時 
 
 
 
 
 
 
 

期 

地

籍

図

二

十

二

枚 

地

籍

簿

一

冊 

成

果

の 
名

称 

 

深
谷
第
四
十
二
地

区
（
大
谷
の
一
部
） 

調

査

を

行

っ

た 

地

区 

  

令
和
五
年
二
月

十
三
日 

 
 

認

証 

年

月

日 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
七
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
き
ら
り
び
と
み
や
し
ろ 

二 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

島
村 

孝
一 

三 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
川
端
三
丁
目
八
番
二
十
五
号 

四 

更
新
後
の
認
定
の
有
効
期
間 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
八
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
フ
ー
コ
ッ
ト
深
谷 

 
 

 

埼
玉
県
深
谷
市
上
柴
町
東
二
丁
目
二
十
五
番
地
二 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 

⑴ 

上
柴
東
小
学
校
、
上
柴
中
学
校
の
通
学
路
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
工
事
の
際
に
は
各
学 

 
 

校
に
連
絡
を
入
れ
る
こ
と
。 

 

⑵ 

車
両
の
出
入
口
に
は
人
的
配
置
を
し
、
安
全
確
保
に
十
分
努
め
る
こ
と
。 

 

⑶ 

当
該
店
舗
は
、
深
谷
市
、
熊
谷
市
の
住
宅
エ
リ
ア
が
付
近
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
た 

 
 

め
、
納
品
車
両
等
が
生
活
道
路
に
進
入
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
事
前
に
経
路
の
周
知 

 
 

な
ど
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
二
十
一
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
九
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ヤ
オ
コ
ー
深
谷
上
野
台
店
建
替
計
画 

 
 

 

埼
玉
県
深
谷
市
上
野
台
三
千
二
十
八
番
地
一 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 

⑴ 

桜
ケ
丘
小
学
校
、
南
中
学
校
の
通
学
路
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
工
事
の
際
に
は
各
学
校 

 
 

に
連
絡
を
入
れ
る
こ
と
。 

 

⑵ 

車
両
の
出
入
口
に
は
人
的
配
置
を
し
、
安
全
確
保
に
十
分
努
め
る
こ
と
。 
 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
二
十
一
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
川
越
的
場
店 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
的
場
字
六
畑
八
百
三
十
一
外 

 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
変
更
前
）
（
仮
称
）
ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
川
越
的
場
店 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
的
場
字
六
畑
八
百
三
十
一
外 

 
 

 

（
変
更
後
）
ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
川
越
的
場
店 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
的
場
字
六
畑
八
百
三
十
一
外 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
二
年
六
月
二
十
五
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
一
月
二
十
五
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
一
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

カ
イ
ン
ズ
モ
ー
ル
大
利
根 

 
 

 

埼
玉
県
加
須
市
琴
寄
字
堤
二
千
九
百
四
番
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 
 

⑴ 

騒
音
・
振
動
等
の
公
害
に
つ
い
て
、
関
係
法
令
の
規
制
・
基
準
等
を
遵
守
し
、
近
隣
住 

 
 

 

民
の
生
活
環
境
に
影
響
が
な
い
よ
う
配
慮
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

⑵ 

営
業
時
間
が
夜
間
に
及
ぶ
た
め
、
一
般
車
両
に
対
す
る
ア
イ
ド
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
プ
・
前

向
き
駐
車
の
励
行
、
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
抑
制
を
促
す
措
置
を
図
っ
て
く
だ
さ
い
。 

 

⑶ 

荷
さ
ば
き
車
両
に
対
す
る
ア
イ
ド
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
プ
・
早
朝
と
夜
間
の
積
み
下
ろ
し
作

業
の
自
粛
等
の
措
置
を
図
っ
て
く
だ
さ
い
。 

 

⑷ 

夜
間
照
明
に
つ
い
て
、
近
隣
住
民
の
生
活
環
境
に
影
響
が
な
い
よ
う
配
慮
し
て
く
だ
さ

い
。 

 

⑸ 

近
隣
住
民
か
ら
騒
音
振
動
等
の
苦
情
が
発
生
し
た
場
合
、
適
切
な
対
応
を
お
願
い
し
ま

す
。 

 

⑹ 

交
通
安
全
対
策
に
つ
い
て
、
近
隣
小
・
中
学
校
の
児
童
生
徒
の
通
学
路
付
近
と
な
る
た

め
、
工
事
車
両
等
が
通
行
す
る
際
は
、
児
童
生
徒
の
安
全
確
保
を
最
優
先
す
る
よ
う
配
慮

し
て
く
だ
さ
い
。 

 

⑺ 

必
要
に
応
じ
て
案
内
看
板
の
設
置
や
交
通
整
理
員
の
配
置
等
の
対
応
を
お
願
い
し
ま
す
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
二
十
一
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
号 

 
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

   

                  

 

   

 県
道 

 

 

道
路
の
種
類 

     

久
米
所
沢
線 

 

 

  

松
戸
草
加
線 

路 
線 

名 

 

川
越
所
沢
線 

 

路 

線 

名 

  

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
西
袋
字
川
西
七
○
番
二
地
先

か
ら 

 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
西
袋
字
川
西
二
八
五
番
四
地

先
ま
で 

  

区 
 

 
 

 
 

 

間 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
一
―
二
〇
―
一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
加
須
市
上
樋
遣
川
字
地
蔵
堀
六
千
九
百
七
十
七
番
一
外
三
十
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

千
七
百
四
十
六
・
八
立
方
メ
ー
ト
ル 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
号 

 
八
潮
市
か
ら
草
加
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
一
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示 

埼
玉
県
朝
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県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長 

木 

村 

暢 

宏 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

東
京
朝
霞
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 
新 旧 

旧 
新 
別 

 

和
光
市
南
一
丁
目
五
二
六
八
番
一
地
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

区 
 

 
 

間 

 

一
〇
・
一
〇
～ 

一
二
・
二
二 

 

一
〇
・
一
〇
～ 

一
二
・
二
二 

   

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

 

三
・
七
八 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

土
地
区
画
整
理
事
業
に
よ
る
。 

備 
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